
１０ｍ

改正前

改正後（令和2年12月1日以降）

ろせん
路線バス以外の車両等は
バス停に駐停車できない

路線バス
停留所

オンデマンド交通
乗降場所

ろせん
関係者が合意した場合、路線バス以
外の車両等もバス停に乗降等のため
駐停車できる

道路交通法改正【令和2年12月1日施行】（バス停において駐停車できる車両の追加）

バス停から
10ｍ以内は
駐停車禁止

○ 「関係者」
・交通事業者（乗合自動車、トロリーバス又は路面電車）
・公安委員会
・都道府県知事又は市町村長
・地方運輸局長
・前号にあげる者のほか、当該停車又は駐車に関係あ
るものとして公安委員会が認める者

路線バス停留所と同一場所に
オンデマンド交通乗降場所を
設定する場合

（参考６）


